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令和３年（受）第１１７６号 動産引渡等請求事件 

令和５年３月２日 第一小法廷判決            

             

            主     文 

       １ 原判決中上告人敗訴部分を破棄する。 

２ 前項の部分につき、被上告人の控訴を棄却する。 

３ 控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。 

            理     由 

 上告代理人辻井一成、同青木裕太の上告受理申立て理由について 

 １ 本件は、被上告人が、被上告人を債務者とする動産執行事件において第１審

判決別紙物件目録１記載の物資搬送装置一式（以下「本件動産」という。）を買い

受けた上告人に対し、本件動産の売却は無効であるなどと主張して、所有権に基づ

き、本件動産の引渡し等を求める事案である。 

 ２ 原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。 

 上告人は、平成２８年、被上告人に対し、被上告人が上告人の所有する土地

を不法に占有しているなどと主張して、上記土地の明渡し及び賃料相当損害金の支

払等を求める訴えを神戸地方裁判所尼崎支部に提起した。同裁判所は、同年、被上

告人に対し、上記土地の明渡し及び同年４月１日から上記土地の明渡し済みまで１

か月５２万０５４２円の割合による遅延損害金（以下「本件損害金」という。）の

支払等を命ずる判決を言い渡し、同判決は、その後確定した。 

  上告人は、平成３０年１月１２日、神戸地方裁判所尼崎支部執行官に対し、

上記判決を債務名義とし、本件損害金の平成２９年５月２６日時点における未払額

１９９万８２０９円の支払請求権等を請求債権として、被上告人を債務者とする動

産執行の申立てをした（以下、この申立てに係る事件を「本件動産執行事件」とい

う。）。 

  執行官は、平成３０年１月２５日、上記申立てに基づき、被上告人が所有す
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る本件動産を差し押さえた。執行官は、同月２６日、本件動産の競り売り期日を同

年２月２３日午前９時３０分と定めたが、その後、これを同年４月２０日午前１０

時に変更した。 

  上告人は、同月１２日、既発生の本件損害金の支払請求権全部が本件動産執

行事件の請求債権であるとの誤った前提に立って、執行官に対し、当該請求債権の

額が変更になることを知らせるため、「債権額変更上申書」と題する書面（以下

「本件上申書」という。）を提出した。本件上申書には、本件損害金のうち同年１

月分までの全部及び同年２月分の一部について被上告人から入金があり、その結

果、本件損害金の同年４月１９日時点における未払額が９３万４１７７円となる旨

が記載されていた。 

  執行官は、同月２０日、本件動産の競り売り期日を開き、上告人に対し、本

件動産を代金１００万円で売却し（以下「本件売却」という。）、これを引き渡し

た。 

 ３ 原審は、上記事実関係の下において、要旨次のとおり判断し、本件動産の引

渡しを求める被上告人の請求を一部認容した。 

  本件上申書は、民事執行法（以下「法」という。）３９条１項８号にいう債

権者が債務名義の成立後に弁済を受けた旨を記載した文書（以下「弁済受領文書」

という。）に該当するから、執行官は、本件上申書の提出があった時から４週間、

本件動産執行事件の手続を停止しなければならなかった。ところが、執行官は、こ

の間に本件売却をしたものであり、本件売却には瑕疵がある。 

  本件売却の上記瑕疵は、重大かつ明白なものであるから、本件売却は、法律

上当然に無効である。 

 ４ 所論は、本件売却が上記瑕疵により無効となるものとはいえないとして、原

審の上記３ の判断に違法がある旨をいうものである。 

 ５  法が執行処分に対する不服申立ての制度として執行抗告及び執行異議の各

手続を設けている趣旨に照らすと、執行処分が執行手続に関する法令の規定に違反
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してされたものであったとしても、当該執行処分は、原則として、上記各手続によ

り取り消され得るにとどまり、当然に無効となるものではないというべきである

（大審院明治３２年第２３３号同年１１月３０日判決・民録５輯１０巻９５頁、大

審院明治４０年（オ）第２３３号同年６月２７日判決・民録１３輯７２３頁、最高

裁昭和４５年（オ）第８９０号同４６年２月２５日第一小法廷判決・裁判集民事１

０２号２０７頁等参照）。 

  法は、弁済受領文書の提出があったときに４週間に限って強制執行を停止し

なければならないものと規定している（法３９条１項８号、２項）。これは、債務

名義の成立後に請求債権が弁済されたとしても、その弁済によって直ちに当該債務

名義の執行力が排除されるものではないところ、上記弁済をした債務者が、その執

行力の排除を求めて請求異議の訴えを提起し、併せて強制執行の停止等を命ずる裁

判（法３６条１項、３９条１項６号、７号）を得るためには相応の時間を要するこ

とから、弁済受領文書の提出という簡便な方法により短期間に限って強制執行を停

止することとし、もって債務者の便宜を図ることをその趣旨とするものであると解

される。このような趣旨に照らせば、執行処分が弁済受領文書の提出による強制執

行の停止の期間中にされたものであったとしても、当該執行処分の瑕疵は、上記の

原則の例外として当該執行処分が当然に無効となるほどに重大なものではないとい

うべきである。このことは、不動産に対する強制競売において、売却の実施の終了

後に弁済受領文書の提出があったとしても、原則として手続を停止しないものとさ

れていること（法７２条３項）や、動産執行において、弁済受領文書の提出があっ

たとしても、一定の場合には執行官が差押物を売却することができるものとされて

いること（法１３７条１項）からも明らかである。 

  以上によれば、執行処分が弁済受領文書の提出による強制執行の停止の期間

中にされたものであったとしても、そのことにより当該執行処分が当然に無効とな

るものではないというべきである。 

 したがって、本件売却は、弁済受領文書の提出による強制執行の停止の期間中に
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されたことにより当然に無効となるものではない。 

 ６ 以上と異なる原審の上記３ の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らか

な法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり、原判決中上告

人敗訴部分は破棄を免れない（なお、上記事実関係によれば、上告人は、執行官に

対し、本件動産執行事件の請求債権の額が９３万円余に変更となる旨を知らせる目

的で、その旨が記載された本件上申書を提出したものであり、これをもって弁済受

領文書の提出があったとみることはできないというべきであるから、原審の上記３

の判断にも法令の違反がある。）。そして、以上に説示したところによれば、所

有権に基づき本件動産の引渡しを求める被上告人の請求は理由がなく、これを棄却

した第１審判決は正当であるから、上記部分につき、被上告人の控訴を棄却すべき

である。 

 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 

(裁判長裁判官 山口 厚 裁判官 深山卓也 裁判官 安浪亮介 裁判官     

岡 正晶 裁判官 堺  徹) 

 


